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ＴＩＳ株式会社と株式会社インテックホールディングスの共同持株会社設立による 

経営統合に関する基本合意について 
 

 

ＴＩＳ株式会社（以下、「ＴＩＳ」といいます。）及び株式会社インテックホールディングス（以下、「イ

ンテックＨＤ」といいます。）は、株式移転（以下、「本株式移転」といいます。）により、平成20年４月１

日を設立日（予定）とする共同持株会社（以下、「共同持株会社」といいます。）を設立することについて基

本的な合意に達し、本日開催の両社取締役会において決議の上、経営統合に関する「基本合意書」（以下、

「基本合意書」といいます。）を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、本株式移転の効力発生に先立ち、ＴＩＳは株式会社東京証券取引所（以下、「東証」といいます。）

及び株式会社大阪証券取引所（以下、「大証」といいます。）において、インテックＨＤは東証において上場

廃止となります。また、株式移転により新たに設立される共同持株会社は東証に新規上場申請を行う予定で

す。 

 

記 

 

１．株式移転による経営統合の目的 

（１）統合の背景・目的 

 今後の情報サービス産業は、景気の堅調な推移を背景に、金融業や製造業を中心に安定的なＩＴ投資

が継続すると見られ、緩やかな拡大が予想されます。一方で、ＩＴ投資の費用対効果に関するお客様の

目は一段と厳しくなっているうえ、ＩＴ技術革新やネットワークインフラの整備の進展を背景にお客さ

まのニーズも高度化しています。また、中国やインド等オフショア開発の普及、Ｍ＆Ａによる大手企業

の顧客の囲い込みや新たな競合他社の出現により競争が激化する傾向にあり、業界の事業環境は必ずし

も楽観できません。このような環境下でトップ情報サービス企業の一つとして成長を持続するには、安

定収益源となる顧客基盤を拡大するとともに、得意分野を拡充することで、お客様により多くの付加価

値を提供することが不可欠と考えられます。 

 ＴＩＳとインテックＨＤはこれまで、独立系の情報サービス企業として成長してきました。今般、さ

らなる成長を目指し、両社の保有する経営資源、顧客基盤、技術力を共有・活用することが、両社の企

業価値を大きく高める視点からも重要との判断に至りました。特にＴＩＳの得意とするクレジットカー

ド、製造、化学業界、インテックＨＤの得意とする銀行、保険業界等の分野では、大きなシナジー効果
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が発揮できると考えています。 

 今後は、互いの歴史、企業文化を尊重しながら、各社が有する強みを活かすことにより、お客さまに

提供する付加価値を最大化し、社会に貢献してまいりたいと考えております。こうした企業価値の最大

化のため経営統合、経営改革に一丸となって取り組むことで、早期に統合効果を実現させ、情報サービ

ス業界におけるリーダーとしての位置づけを確たるものとしていきたいと考えています。 

 

（２）統合の効果と基本戦略 

① 基礎体力の向上による収益機会の拡大 

・ 安定収益基盤の拡大による大規模案件、設備投資、研究開発投資、Ｍ＆Ａ機会の積極的な追求 

・ 動員力の向上と人材の多様化による、継続的かつ効率的な受注体制の確立 

・ 技術・ノウハウの共有によるソリューション力の強化と収益力の向上 

② 差別化した得意分野の確立と成長の加速 

・ クレジットカード、銀行、保険、化学等の業種での豊かな業務知識に基づく競争優位の確立 

・ 流通分野等でのシナジー効果の発現による収益の大幅な拡大 

・ 両社が得意とするアウトソーシング事業の高付加価値化と顧客ニーズの深耕 

 

 

２．株式移転の要旨 

（１）株式移転の日程 

基 本 合 意 書 締 結 取 締 役 会 平成19年12月13日（木） 

株 式 移 転 基 本 合 意 書 締 結 平成19年12月13日（木） 

臨 時 株 主 総 会 基 準 日 公 告 平成19年12月14日（金）（予定） 

臨 時 株 主 総 会 基 準 日 平成19年12月31日（月）（予定） 

最終契約書締結及び株式移転計画書承認取締役会 平成20年 １月28日（月）（予定） 

最 終 契 約 書 締 結 平成20年 １月28日（月）（予定） 

株 式 移 転 計 画 書 承 認 臨 時 株 主 総 会 平成20年 ２月15日（金）（予定） 

大 証 整 理 ポ ス ト 指 定 日 （ Ｔ Ｉ Ｓ の み ） 平成20年 ２月16日（土）（予定） 

大 証 上 場 廃 止 日 （ Ｔ Ｉ Ｓ の み ） 平成20年 ３月16日（日）（予定） 

東 証 上 場 廃 止 日 ( 両 社 ) 平成20年 ３月26日（水）（予定） 

株 式 移 転 の 効 力 発 生 日 平成20年 ４月 １日（火）（予定） 

共同持株会社設立登記日（効力発生日） 平成20年 ４月 １日（火）（予定） 

共 同 持 株 会 社 上 場 日 平成20年 ４月 １日（火）（予定） 

共 同 持 株 会 社 株 券 交 付 日 平成20年 ５月下旬（予定） 

但し、今後手続を進める中で、両社協議の上、日程を変更する場合があります。 

 

（２）株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率） 

会社名 ＴＩＳ インテックＨＤ 

株 式 移 転 比 率 1.00 0.79 

（注１）本株式移転に伴い、ＴＩＳの普通株式１株に対して、共同持株会社の普通株式 1 株、イン

テックＨＤの普通株式１株に対して、共同持株会社の普通株式 0.79 株を割当て交付します。 

但し、上記株式移転比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合は、両社

協議の上、変更することがあります。 

（注２）共同持株会社が発行する新株式数（予定） 

普通株式 86,367,599株 

上記新株式数については、平成 19 年 11 月末における両社の発行済株式総数を基に記載し

ております。 

但し、共同持株会社設立日の直前までに新株予約権の行使等がなされた場合は、共同持株

会社が発行する株式数は変動することがあります。 



 

 - 3 -

 

（３）株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率）の算定根拠等 

① 算定の基礎 

ＴＩＳ及びインテックＨＤは、本株式移転に用いられる株式移転比率の算定にあたって公正性を期

すため、ＴＩＳは野村證券株式会社（以下、「野村證券」といいます。）を、インテックＨＤは三菱Ｕ

ＦＪ証券株式会社（以下、「三菱ＵＦＪ証券」といいます。）を今回の経営統合のためのフィナンシャ

ル・アドバイザーとして任命し、それぞれ株式移転比率の算定を依頼しました。 

ＴＩＳは、経営統合に関する基本合意書締結承認の取締役会に先立ち、下記の算定結果を内容とす

る報告書を野村證券より受領しております。 

野村證券は、両社株式に市場株価が存在することから市場株価平均法による算定を行うと同時に、

両社について類似会社比較法及び DCF（ディスカウンテッド・キャッシュフロー）法による算定を行い

ました。各手法における算定結果は以下のとおりです。下記の株式移転比率の算定レンジは、ＴＩＳ

の普通株式１株に対する、インテックＨＤの普通株式の算定レンジを記載したものです。 

 

 採用手法 株式移転比率の算定レンジ 

① 市場株価平均法 0.69～0.75 

② 類似会社比較法 0.38～0.97 

③ DCF法 0.78～0.92 

 

なお、市場株価平均法については、平成 19 年 12 月７日を算定基準日として、算定基準日の株価終

値及び算定基準日から遡る１ヶ月間の株価終値平均を採用いたしました。 

野村證券は、株式移転比率の算定に際して、両社から提供を受けた情報及び一般に公開された情報

等を原則としてそのまま採用し、採用したそれらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全なものであ

ることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。また、両社

とその関係会社の資産又は負債（偶発債務を含みます。）について、個別の各資産及び各負債の分析及

び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も

行っておりません。加えて、両社の財務予測に関する情報及び予想シナジー効果については両社の経

営陣により現時点で可能な最善の予測と判断に基づき合理的に作成されたことを前提としておりま

す。野村證券の株式移転比率の算定は、平成 19 年 12 月７日現在までの情報と経済条件を反映したも

のであります。 

インテックＨＤは、経営統合に関する基本合意書締結承認の取締役会に先立ち、下記の算定結果を

内容とする報告書を三菱ＵＦＪ証券より受領しております。 

三菱ＵＦＪ証券は、両社の市場株価や将来収益力等を多角的に分析するため、市場株価法、DCF

（ディスカウンテッド・キャッシュフロー）法及び類似会社比較法により株式移転比率を算定してお

ります。各手法に基づく算定結果は以下のとおりです。下記の株式移転比率の評価レンジは、ＴＩＳ

の普通株式１株に対する、インテックＨＤの普通株式の評価レンジを記載したものです。 

 

 採用手法 株式移転比率の評価レンジ 

① 市場株価法 0.68～0.86 

② DCF法 0.56～0.88 

③ 類似会社比較法 0.39～0.64 

 

なお、市場株価法については、両社による直近の重要事実公表の影響を勘案するため、平成 19 年 12

月７日を基準日として、インテックＨＤの平成 20 年３月期中間決算公表日の翌営業日以降の期間（平

成 19 年 11 月 16 日～12 月７日）、直近１ヶ月間（平成 19 年 11 月８日～12 月７日）、ＴＩＳの平成 20

年３月期業績予想修正公表日の翌営業日以降の期間（平成19年 10月 29日～12月７日）の計３期間を

採用し、株価終値に基づく株式移転比率の評価レンジを算定いたしました。 
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三菱ＵＦＪ証券は、株式移転比率の算定に際して、両社から提供を受けた情報及び一般に公開され

た情報等を原則としてそのまま採用し、採用したそれらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全なも

のであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。ま

た、両社とその関係会社の資産又は負債（偶発債務を含みます。）について、個別の各資産及び各負債

の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておりません。加えて、両社の財務予測に

ついては両社の経営陣による現時点で可能な最善の予測と判断に基づき合理的に作成されたことを前

提としております。三菱ＵＦＪ証券の株式移転比率の算定は、平成 19 年 12 月７日現在までの上記情

報等を反映したものであります。 

ＴＩＳは、野村證券による株式移転比率の算定結果を参考に、インテックＨＤは、三菱ＵＦＪ証券

による株式移転比率の算定結果を参考に、それぞれ両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等

の要因を総合的に勘案し、両社で株式移転比率について慎重に協議を重ねた結果、最終的に上記株式

移転比率が妥当であるとの判断に至りました。 

なお、ＴＩＳは、現在継続中の大型案件等の確実な遂行のため諸施策を講じていますが、その諸施

策を実施するために、平成 20 年３月期に多額のコストと多くの優秀なエンジニアの稼動にかかわる機

会損失の発生を見込んでおります。当該大型案件の影響が平成 21 年３月期中に大きく軽減すると予想

されるため、営業利益については平成 18 年３月期の水準程度まで回復することを見込んでいます。平

成 22 年３月期、平成 23 年３月期につきましても、当該案件で得た業務ノウハウを活用することによ

り、更なる増益を見込んでおります。 

インテックＨＤは、利益計画において大幅な増減益は見込んでいません。 

 

② 算定の経緯 

上記記載のとおり、ＴＩＳは野村證券に、インテックＨＤは三菱ＵＦＪ証券に、本株式移転に用い

られる株式移転比率の算定を依頼し、当該第三者機関による算定結果を参考に、それぞれ両社の財務

の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、両社で株式移転比率について慎重に

協議を重ねた結果、平成 19 年 12 月 13 日付にて、最終的に上記株式移転比率が妥当であるとの判断に

至りました。 

 

③ 算定機関との関係 

算定機関である野村證券は、ＴＩＳの関連当事者には該当いたしません。 

また、三菱ＵＦＪ証券は、インテックＨＤの関連当事者には該当いたしません。 

 

（４）完全子会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

ＴＩＳの発行している新株予約権については、各新株予約権の内容及び株式移転比率を踏まえ、各

新株予約権者に対し、その保有する各新株予約権に代わる共同持株会社の新株予約権を交付する方向

で検討しております。インテックＨＤの発行している新株予約権については、現在、その取扱いを検

討中であります。 

なお、ＴＩＳ及びインテックＨＤは新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

（５）剰余金の配当について 

ＴＩＳ及びインテックＨＤの平成 20 年３月期の期末配当に関しては、両社とも安定配当維持の観点

から、それぞれの平成 20 年３月期中間決算短信における予想のとおり、ＴＩＳは 1 株あたり 17 円、

インテックＨＤは1株あたり９円を実施する予定です。 

 

（６）経営統合の推進体制 

両社の経営統合を円滑・迅速に推進するために、経営統合委員会及び具体的テーマ毎の分科会を組

織し経営統合を推進いたします。 
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（７）共同持株会社の上場申請に関する事項 

ＴＩＳ及びインテックＨＤは、新たに設立する共同持株会社の株式について、東証に新規上場申請

を行う予定です。上場日は平成 20 年４月１日を予定しております。なお、本株式移転により、ＴＩＳ

株式については、大証において平成 20 年３月 16 日をもって、東証においては平成 20 年３月 26 日を

もって、上場廃止となる予定です。また、インテックＨＤ株式については東証において平成 20 年３月

26日をもって上場廃止となる予定です。 

 

 

３．株式移転の当事会社の概要（平成19年９月30日現在） 

（１） 商 号 ＴＩＳ株式会社 株式会社インテックホールディングス

（２） 事 業 内 容 

情報化投資に係わるアウトソーシン

グサービス、ソフトウェア開発、ソ

リューションサービス 

情報・通信事業、リース事業、不動産

賃貸・管理事業、その他の事業 

（３） 設 立 年 月 日 昭和46年４月28日 平成18年10月２日 

（４） 本 店 所 在 地 大阪府吹田市江の木町11番30号 富山県富山市牛島新町５番５号 

（５） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 岡本 晋 代表取締役会長兼社長 中尾 哲雄 

（６） 資 本 金 23,110百万円 10,032百万円 

（７） 発 行 済 株 式 数 45,336,787株 51,935,737株 

（８） 純 資 産 （ 連 結 ） 89,277百万円 43,879百万円 

（９） 総 資 産 （ 連 結 ） 168,119百万円 135,869百万円 

（10） 決 算 期 ３月31日 ３月31日 

（11） 従業員数（連結） 9,015名 5,751名 

 

（12） 

 

主 要 取 引 先 

(株)ジェーシービー 

(株)小松製作所  

三菱ＵＦＪニコス(株) 他 

(株)三菱東京UFJ銀行 

ニッセイ情報テクノロジー(株) 

三菱電機情報ネットワーク(株) 他 

 

（13） 

 

大株主及び持株比率 

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行(株)(信託口) 7.5%

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行(株)(信託口) 

 5.7%

(株)三菱東京UFJ銀行 2.7%

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行(株)(信託口)

 11.5% 

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行(株)(信託口) 5.4% 

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行(株)(退職給付信託

口・三菱電機㈱信託口) 3.9% 

（14） 主 要 取 引 銀 行 
(株)三菱東京UFJ銀行 

三菱UFJ信託銀行(株) 

(株)三菱東京UFJ銀行 

(株)みずほコーポレート銀行 

(株)富山第一銀行 

(株)北國銀行 

資 本 関 係 該当事項はありません。 

人 的 関 係 該当事項はありません。 

取 引 関 係 該当事項はありません。 （15） 当事会社間の関係等 

関 連 当 事 者 へ

の 該 当 状 況
該当事項はありません。 
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（16） 最近３年間の業績 （連結）                       （単位：百万円） 

 ＴＩＳ インテックＨＤ 

決 算 期 Ｈ17/３期 Ｈ18/３期 Ｈ19/３期 Ｈ17/３期 Ｈ18/３期 Ｈ19/３期

売 上 高 199,648 209,922 211,581 － － 115,483

営 業 利 益 

又 は 営 業 損 失 （ △ ） 
14,996 11,567 △０ － － 9,588

経 常 利 益 15,111 11,995 1,216 － － 8,391

当 期 純 利 益 

又 は 純 損 失 （ △ ） 
7,257 5,892 △818 － － 4,960

１株当たり当期純利益 

又は当期純損失（円） 
157.36 127.73 △18.05 － － 101.54

１株当たり配当金（円） 27.00 27.00 27.00 － － 8.00

１株当たり純資産額（円） 1,726.69 1,887.63 1,770.18 － － 835.68

※インテックＨＤは、株式移転により平成18年10月に設立したため、平成19年３月期のみ記載しています。 

 

 

４．株式移転により新たに設立する会社の状況 

（１） 商 号 ＩＴホールディングス株式会社 

（２） 事 業 内 容 傘下子会社及びグループの経営管理ならびにそれに付帯する業務 

（３） 本 店 所 在 地 富山県富山市牛島新町５番５号 

（４） 
代表者及び役員の 

就 任 予 定 

代表取締役会長 中尾 哲雄 

代表取締役社長 岡本 晋 

（５） 資 本 金 10,000,000,000円 

（６） 純 資 産 未定 

（７） 総 資 産 未定 

（８） 決 算 期 ３月31日 

 

（９）会計処理の概要 

本経営統合に伴う会計処理の概要は決定次第お知らせいたします。 

 

（10）今後の見通し 

今後両社にて経営統合委員会及び分科会を設置し、統合後の事業見通し等について検討していきま

す。なお、共同持株会社の業績予想につきましては、明らかになり次第、お知らせします。 

 

 

以 上 


